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処分の概要 損失補償前の流水の貯留又は取水の決定

法 令 名

根 拠 条 項
河川法 第100条において準用する第43条第1項

法 令 番 号 昭和39年法律第167号

【基準】

法第43条第1項の規定による。

(流水の貯留又は取水の制限)

第43条 水利使用の許可を受けた者は、第39条の申出をした関係河川使用者に係る前条第1項の

協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設の設置に係る

ものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後)でなければ、流水

を貯留し、又は取水してはならない。ただし、第39条の申出をした関係河川使用者の受ける

損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなけれ

ばその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工

作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないことその他当該損失防止

施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期につ

いて当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は

当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受け

る損失については、この限りでない。
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